様式第4号(第14条関係)その2

	
都市施設設置工事事前協議書(道路)

年　　月　　日　　


　　大阪府知事　様


協議者　住所　


氏名　
(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)　　

電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　

　大阪府福祉のまちづくり条例第41条第1項の規定により、次のとおり協議します。

	　
	※
	　

	　
	1　道路の所在地
	　
	　
	

	
	2　道路の名称
	　
	　
	

	
	3　道路区域の面積
	m2　　　
	　
	

	
	4　工事着手予定日
	年　　　　月　　　　日　
	　
	

	
	5　工事完了予定日
	年　　　　月　　　　日　
	　
	

	
	6　連絡先
	会社名

担当者名　　　　　　電話番号
	

	　

	　
	受付年月日
	受付番号
	協議成立年月日
	
※
	　

	
	※
	※　第　　　号
	※
	
	

	
【注意】　都市施設事前協議項目表を添付してください。
　　　　　※印のある欄は記入しないでください。
　　　　　









式第5号(第14条関係)その2
	　都市施設事前協議項目表(道路)

	　
	道路の名称
	　
	　

	
	道路の所在地
	　
	

	　○一般基準

	　
	施設等
	チェック項目
	　
	　

	
	歩道の有効幅員
	①歩道は2mの有効幅員を確保しているか(道路の幅員等によりやむを得ないときは、車椅子使用者の転回等に必要な1.5mの部分を確保した上で1m)
	　
	

	
	舗装
	①歩道等の舗装は平たんで滑りにくく、水はけのよいものか
	　
	

	
	勾配
	①歩道等の縦断勾配は5％以下としているか(地形の状況等によりやむを得ないときは8％)
	　
	

	
	
	②歩道等の横断勾配は1％以下としているか(地形の状況等によりやむを得ないときは2％)
	　
	

	
	歩道等と車道等の分離
	①歩道等に設ける縁石の車道等に対する高さは15cm以上か
	　
	

	
	
	②歩道等の車道等に対する高さは5cmか(歩道等と車道等が接続する部分で歩行者が通行する部分を除く)
	　
	

	
	
	③歩道等と車道等が接続する部分で歩行者が通行する部分の縁端は、車道等より2cm程度高いものか
	　
	

	
	車両乗入れ部
	①車両乗入れ部のうち、歩道の横断勾配の基準を満たす部分の有効幅員は2m以上か(道路の幅員等によりやむを得ないときは、車椅子使用者の転回等に必要な1.5mの部分を確保した上で1m)
	　
	

	
	視覚障害者誘導用ブロック
	①視覚障害者誘導用ブロックを設けているか
　(歩道等と車道等が接続している部分・段がある部分等)
	　
	

	
	
	②視覚障害者誘導用ブロックは周囲の路面との輝度比が大きいこと等により容易に認識することができるものか
	　
	

	　




